
前納や各月など、納付する月分によって使用する「納付書」が異なります。
「領収（納付受託）日付等」欄、または「納付期間」欄をご確認ください。

領収（納付受託）日付等

（厚生労働省年金局送付用）

領収（納付受託）日付等

（厚生労働省年金局送付用）

領収（納付受託）日付等

（厚生労働省年金局送付用）

領収（納付受託）日付等

（厚生労働省年金局送付用）

下期 ４上期

令和8年4月分から令和9年3月分の国民年金保険料は、月額17,920円です。
同封の納付書（「領収（納付受託）済通知書」と記載された横3連の帳票）を使用し、銀行などの金融機関、

郵便局またはコンビニエンスストアで納付するか、2ページ目の納付方法（口座振替、クレジットカード、電子
（キャッシュレス）決済、電子納付（Pay-easy））により「納付期限」までに国民年金保険料を納付して
ください。

会社などに就職し、厚生年金保険に加入した方は、行き違いのため、納付は不要です。
市（区）役所および町村役場の窓口では納付できません。
年金事務所の窓口では、原則、保険料の領収を行っておりません。
各月納付用の納付書で納付する場合は、納付期限を経過しても、納付期限から2年間は納付できます。
その他、納付に関する注意事項は、同封の「国民年金保険料納付案内書」および「納付書」の裏面をご確認ください。

日本年金機構では、国民年金保険料が未納となっている方に対して電話や文書による納付督励を民間事業者に委託して
います（土・日・祝日や夜間にも行っています）。

委託事業の詳しい内容や、お住まいの地域を担当する委託事業者は、日本年金機構ホームページで確認できます。
民間事業者が訪問することや現金をお預かりすることはありません。

ご不明な点がございましたら、日本年金機構ホームページでご確認
いただくか、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先は同封の「国民年金保険料納付案内書」をご確認
ください。

 
検索 日本年金機構

外国人のみなさま向けの国民年金のご案内
For more information about the national 
pension system, please visit the Japan 
Pension Service website.

https://www.nenkin.go.jp/
tokusetsu/gaikoku_nenkin.html

 
検索 国民年金 外国人

保険料の納付猶予（学生の場合は学生納付特例）期間は、将来の老齢基礎年金の年金

額を計算する際の対象になりません。

保険料免除・納付猶予（学生納付特例）期間は、10年以内であれば追納して老齢基礎

年金の年金額を満額に近づけることができます。

制度や届出について、詳しくは、右記二次元コードをご確認ください。

老後を支える終身保障です …… 生きている限り年金が受け取れる一生涯の保障です。

万が一の時も保障されます …… 老後だけではなく現役世代の保障も充実しています。

けがや病気などが原因で一定の障害が残ったときには「障害基礎年金」が、死亡したときには、その人に生計を維持

されていた遺族（子のある配偶者または子）に「遺族基礎年金」が支給されます。

障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るためには、一定の納付要件を満たす必要があります。

社会保険料控除が受けられます …… 納付した保険料の全額が所得から控除されます。

１4 2604 1016 004

前納をご希望の際は、同封の前納用納付書をご使用ください。

「前納」、「上期」、「下期」と記載された納付書

毎月納付した場合 前納額 割引額 納付書の使用期限

「前納」納付書（1年分） 令和8年4月分～令和9年3月分 215,040円 211,220円 3,820円 令和8年4月30日

「上期」納付書（6カ月分） 令和8年4月分～令和8年9月分 107,520円 106,650円 870円 令和8年4月30日

「下期」納付書（6カ月分） 令和8年10月分～令和9年3月分 107,520円 106,650円 870円 令和8年11月2日

同封の前納用納付書は、使用期限を経過すると、使用できません。
なお、1年分、6カ月分以外にも、前納できる期間がある場合には前納の納付書を新たに発行しますので、お近くの年金

事務所にお問い合わせください。

口座振替、クレジットカード、電子（キャッシュレス）
決済、電子納付（Pay-easy）については、次ページを
ご確認ください。

1年分前納用 各月納付用6カ月分前納用

８．４～９．３

前納
８ ８ ８

出産予定日（または出産日）が属する月の前月から4カ月間は、届出により、保険料

が免除になります。免除になった期間も保険料を納付したものとして、将来の老齢基礎

年金の年金額に反映されます。

制度や届出について、詳しくは、右記二次元コードをご確認ください。

定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納付すると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算

されます。付加年金額（年額）は「200円×付加保険料を納付した月数」で計算され、2年以上受け取ると、納付

した付加保険料以上の年金が受け取れます。

市（区）役所または町村役場、もしくは年金事務所にお申し込みください。後日、納付書をお送りします。

付加保険料の納付は、お申し込みいただいた月分からとなり、前納する場合、前納する期間によって割引されます。

国民年金保険料の納付を免除されている方、国民年金基金に加入している方は付加保険料を納付できません。

諸外国との社会保障協定で定められた適用証明書等をお持ちの場合、国民年金の適用が免除される場合が

ありますので、日本年金機構ホームページをご確認いただくか、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

所得にかかわらず子どもを養育する父母（養父母を含む）について、子どもが1歳に

なるまでの期間は、届出により、保険料が免除になります。産前産後免除と同様、納付

したものとして将来の年金額に反映されます。

制度や届出について、詳しくは、右記二次元コードをご確認ください。

国民年金保険料 納付のご案内

保険料は前納（まとめて前払い）がおトクです

前納する期間

これが国民年金のメリットです

保険料の追納をおすすめします

産前産後期間は国民年金保険料の納付が免除になります（免除には届出が必要です）

令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

受け取る年金額が増える「付加保険料」の納付もおすすめです

諸外国との社会保障協定をご確認ください

https://www.nenkin.go.jp/
tokusetsu/tsuino.html

https://www.nenkin.go.jp/
tokusetsu/sanzensango.html 

https://www.nenkin.go.jp/
tokusetsu/ikujimenjo.html 

日本年金機構ホームページ

https://www.nenkin.go.jp//

国民年金保険料のご案内は民間事業者に委託しています

＜例＞ 「前納」納付書（1年分）の使用期限である令和8年4月30日を過ぎてしまったが、前納したい。
⇒ 年金事務所にお問い合わせいただければ、令和8年5月分から令和9年3月分までの前納の納付書を発行

しますので、新たに発行された納付書を使用し、使用期限（令和8年6月1日）までに納付してください。この
場合、4月分の保険料は、各月納付用の納付書で納付が必要です。

前納は最大で令和10年3月分までできます

2年分の保険料をまとめて前納する場合の納付書は同封しておりませんので、前納の納付書をご希望の際は、
お近くの年金事務所にお問い合わせください。

2年分を前納する場合、毎月納付する場合に比べ16,010円割引されます。
口座振替・クレジットカードでも前納ができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認いただくか、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

見本



【申込方法】

同封の「国民年金保険料口座振替納付申出書兼還付金振込方法申出書」と「国民年金保険料口座振替依頼書」に必要な事項を記入・

押印し、お近くの年金事務所、金融機関等または郵便局にご提出ください。

また、オンラインによる口座振替のお申し込みができます（一部の金融機関では対応できません）。詳しくは、日本年金機構ホーム

ページをご確認ください。

口座振替のスケジュールや引き落とし金額は、手続き完了後に「国民年金保険料口座振替開始（変更）通知書」および「国民年金保険料口座振替額

通知書」でお知らせします。

口座振替による前納を希望する場合、いつでもお申し込みができ、振替開始時から年度末（または翌年度末）までの保険料をまとめて振替ができます。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。

【注意事項】

口座振替が開始されるまで、1～2カ月程度かかります。口座振替が開始されるまでは、同封の納付書で納付してください。

過去の納め忘れの保険料は、口座振替で納付できません。

イオン銀行およびGMOあおぞらネット銀行以外のインターネット専業銀行では口座振替がご利用できません。

1．口座振替（口座からの引き落とし）前納による割引額が一番大きい納付方法です
口座振替を利用すると、金融機関等に行く手間と時間が省け、納め忘れも防ぐことができます。
さらに、「早割（当月末納付）」や「前納」で納付すると、同じ期間を納付書で納付する場合より割引されます。

割引額は「国民年金保険料 前納額早見表（参考）」をご確認ください（保険料は毎年度変わります）。 3ページをご確認ください。

2．クレジットカード
クレジットカード納付を利用すると、金融機関等に行く手間と時間が省け、納め忘れも防ぐことができます。
また、クレジットカードから継続的に納付する方法で、「前納」もできます。
クレジットカードの有効期限が到来した場合やクレジットカード番号が変更になった場合は、改めて申出書を提出する

必要があります。
ただし、指定代理納付者が発行するクレジットカードを利用している場合は、有効期限が到来しても、改めて申出書を

提出する必要はありません（指定代理納付者は日本年金機構ホームページで確認できます）。

4．電子納付（Pay-easy）
Pay-easy（ペイジー）なら、自宅や外出先から、夜間や休日でも、納付できます。
同封の納付書に記載されている「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」をPay-easy（ペイジー）対応のＡＴＭ

かインターネットバンキングの画面に入力するだけで納付できます。
Pay-easy（ペイジー）対応のＡＴＭにはペイジーマークが表示されています。（ペイジーマーク ）
詳しくは、Pay-easy（ペイジー）のホームページ（ https://www.pay-easy.jp）をご確認ください。検索ペイジー
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【申込方法】

「国民年金保険料クレジットカード納付（変更）申出書」に必要な事項を記入し、お近くの年金事務所にご提出ください。

「国民年金保険料クレジットカード納付（変更）申出書」は、日本年金機構ホームページや、年金事務所の窓口にも備え付けてあります。

立替納付のスケジュールや金額は、手続き完了後に「国民年金保険料クレジットカード納付開始（変更）通知書」および「国民年金保険料クレジット

カード納付額通知書」でお知らせします。

クレジットカードによる前納を希望する場合、いつでもお申し込みができ、立替納付開始時から年度末（または翌年度末）までの保険料をまとめて

立替納付ができます。詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。

【注意事項】

立替納付が開始されるまで、2カ月程度かかります。立替納付が開始されるまでは、同封の納付書で納付してください。

過去の納め忘れの保険料および一部免除期間の保険料は、クレジットカードで納付できません。

口座からの引き落とし日はクレジットカード会社により異なります。

同封の納付書とスマートフォンがあれば、決済アプリを利用して納付できます。

〔対象決済アプリ〕（令和8年4月現在）

AEON Pay、 au PAY、ｄ払い🄬、PayB※1、PayPay※2、楽天ペイ (五十音順)

※1 金融機関等が提供するアプリを含みます。詳細は、PayBのホームページ

   （ https://payb.jp/finance/）をご確認ください。

※2 PayPayマネーライトでは納付できません。

検索PayB 金融機関

②納付書に記載されている

バーコードを読み取る

請求書支払い

③決済内容を確認

請求書支払い

日本年金機構
国民年金保険料

17,XXX円

決済
①決済アプリを起動

〇〇pay

App

〔 

納
付
方
法

〕

種類
1カ月分 6カ月分 1年分 2年分（※2）

保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額

毎月納付 17,920円 － 107,520円 － 215,040円 － 434,520円 －

納付書
（現金前納）

－ － 106,650円 870円 211,220円 3,820円 418,510円 16,010円

口座振替

17,920円 －

106,300円 1,220円 210,530円 4,510円 417,150円 17,370円17,860 円

早割（※1）
60円

クレジット 17,920円 － 106,650円 870円 211,220円 3,820円 418,510円 16,010円

令和8年度 国民年金保険料 前納額早見表（参考）

※1 翌月末（納付期限）の口座振替を当月末の口座振替にすると、毎月の保険料が60円割引されます。

※2 2年分の保険料額・割引額については、令和9年度の国民年金保険料を月額18,290円として計算しています。

所得が少ないときや失業等により保険料の納付が困難な場合には、本人の申請によって、保険料の納付が

免除・猶予される制度があります。

現在、免除・猶予を申請中の方にもこの納付書をお送りしていますので、ご了承ください。

申請の結果は後日通知しますが、結果通知が届くまでの間は、納付書を大切に保管してください。

学生の方は、下記①②の申請ができません。③の学生納付特例申請をご利用ください。

国民年金に任意加入をしている方は、下記①②③の申請ができません。

①免除（全額免除・一部免除）申請
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保険料が全額免除

または一部免除されます。
一部免除については、減額された保険料を納付しないと「未納期間」となりますので、必ず納付してください。

②納付猶予申請
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、納付が猶予

されます。

③学生納付特例申請
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。

免除・猶予は過去2年までさかのぼって申請できます
過去2年（申請月の2年1カ月前の月分）まで免除・猶予の申請ができます。
申請が遅れると、万一のときに障害年金や遺族年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、速やかに

申請をしてください。

「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違い

納 付 全額免除 一部免除
納付猶予

（学生納付特例）
未納

年金を受けるため

の要件となる受給

資格期間

含まれる 含まれる

・減額された保険料を納付した場合

→含まれる

・減額された保険料を納付しない場合

→含まれない

含まれる 含まれない

老齢基礎年金額の

計算
含まれる

含まれる

（注）

・減額された保険料を納付した場合

→含まれる（注）

・減額された保険料を納付しない場合

→含まれない

含まれない 含まれない

（注）保険料を全額納付した場合と比べて、受け取る年金額の割合が以下のとおりとなります。（平成21年4月以降の免除期間）
●全額免除の場合…8分の4 ●4分の3免除の場合…8分の5 ●半額免除の場合…8分の6 ●4分の1免除の場合…8分の7

申請窓口は、お住まいの市（区）役所または町村役場、もしくは年金事務所です（申請は郵送で行えます）。
詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
スマートフォンやパソコンとマイナンバーカードで、マイナポータルを利用して電子申請ができます。

検索

３

年金への影響

納付状況等

保険料の「免除・猶予制度」があります

便利でお得な4つの納付方法があります

手続きおよび申請方法はこちらから

https://myna.go.jp

マイナポータル

電子申請の概要は日本年金機構ホームページをご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/denshi_kokunen.html

検索国民年金 電子申請

3．電子（キャッシュレス）決済


